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序章 調布市公共サイン整備ガイドラインの策定にあたって 

 

１．策定の背景と目的 

調布市では，「調布市バリアフリー基本構想（平成 24 年３月）」に基づき，ノーマライ

ゼーションの理念とユニバーサルデザインによるまちづくりの推進を図ることを目的と

して，「調布市公共サイン整備方針（平成 24 年３月，以下，「整備方針」という。）」を策

定し，誰にもわかりやすい公共サイン整備を推進しています。 

整備方針に基づき，飛田給駅周辺地区においては，スポーツ祭東京 2013 の開催を見据

えるとともに，「調布市バリアフリー基本構想」において「高齢者，障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成 18 年６月 21 日法律第 91 号）」に基づく重点整備地区に

位置付けられていることを踏まえ，「調布市飛田給駅周辺地区公共サイン整備計画（平成

24 年４月）」を策定し，公共サイン整備を実施しました。また，深大寺周辺地区において

は，地区の良好な街並み景観維持・継承を目的とした「調布市深大寺地区街なみ整備基本

計画（平成 24 年 11 月）」及び整備方針に基づき「調布市深大寺地区公共サイン整備計画

（平成 25 年 10 月）」を策定し，地区内における回遊性の向上等を目的とした公共サイン

整備を実施しています。 

また一方で，調布市においては，市民，事業者との協働による調布らしい魅力ある景観

形成を推進するため，景観法（平成 16 年６月 18 日法律第 110 号）に定める景観行政団体

に移行するとともに，「調布市景観条例（平成 25 年３月 27 日条例第７号）」及び「調布市

景観計画（平成 26 年２月）」を施行し，建築行為等について景観法に基づく届出や調布市

景観条例に基づく事前協議による規制誘導を実施しています。 

今後は，飛田給駅周辺地区及び深大寺周辺地区における整備計画を踏まえ，整備方針の

内容をより具体化し補足するとともに，調布らしい魅力ある景観形成に向けた取組への配

慮を図り，また，誰にもわかりやすく，安心・安全に使え，統一感のある美しい公共サイ

ン整備を推進していくため，「調布市公共サイン整備ガイドライン（以下，「ガイドライン」

という。）」を策定します。 
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２．公共サインとは 

公共サインとは，まちの地理や方向，施設の位置等に関する情報を人々に提供する媒体

としての標識，地図や案内誘導板等の総称であり，公的機関が公共空間に設置するものと

されています。 

 

 

案内サイン 

地図などの情報を表示し，施

設等の全体像や位置関係等を

案内するサイン 

 

誘導サイン 

名称や矢印，ピクトグラム，

距離などを用いて，施設等の

方向を指示するサイン 

 

位置サイン 

名称やピクトグラム等を用い

て施設等の位置を告知するサ

イン 

 

 

説明サイン 

地域資源の内容や施設利用に

関する様々な告知を行うサイ

ン 

 

規制サイン 

利用者に禁止，危険，注意を

訴え行動を規制するサイン 
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３．現状と問題 

・様々な形状のサインが設置されていることより，表示やデザインの統一感の欠如，連携

性の欠如や同位置への複数のサインの設置による景観への配慮不足なども見られ，利用

者にとってはわかりづらいものとなっています。 

・多言語表記やサインの視認性など，障害者や高齢者をはじめ，外国人への適切な情報提

供など，ユニバーサルデザインへの対応にばらつきが見られます。 

・管理者が不明確などの要因により，サインの劣化や掲載情報の更新などへの対応にばら

つきがあり，サイン本来の機能が生かされていないものが見られます。 

 

 

４．計画の位置づけ 
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第１章 整備方針及びガイドラインの基本的な考え方と適用範囲 

 

１．ガイドラインの基本的な考え方 

整備方針では，公共サインの役割や市内における掲出状況を踏まえるとともに，ユニバ

ーサルデザインの理念を踏まえた基本的な視点（公平，簡単，安全，機能，快適）及びま

ちの景観に与える影響を配慮し，以下に示す５つの基本方針を定めています。 

 

 

《基本方針 1：だれでもわかるサイン》 

高齢者や障害者，子ども，外国人など，誰でも容易に認識，理解できる

サインとするため，ピクトグラムや視認性のよい書体，文字サイズ，地

図，色彩，多言語表記などの基本的な考え方を示します。また，情報の

重複やサインの乱立により視認性や認識性が低下しないよう，情報の整

理，集約化を図ります。 

 

《基本方針 2：安全・安心に使えるサイン》 

高齢者や障害者，子ども，外国人など，誰もが安心して利用できるよう，

統一した設置基準を用いるものとし，構造（角が突き出ない形状や掲出

高さなど）・設置方法（視認性や連続性の確保など）について基本的な

考え方を示します。 

 

《基本方針 3：デザインの統一されたサイン》 

統一した表示基準によるサインの設置・更新を行いデザインの統一を図

ります。また，関係機関*1 との連携により，同じ施設を示すサインが異

なる文字表記や異なるピクトグラムを用いて混乱を招かないようにし

ます。地区特性に配慮し，サイン本体の色や形状など景観への配慮を行

うものとします。 
*1 関係機関：本ガイドラインの適当範囲対象となるサインの設置管理者 

  

《基本方針 4：連続性の確保されたサイン》 

起点から目的地まで案内・誘導が連続して行われるよう，配置の考え方

を設置基準として示し，案内・誘導サインの連続性を確保します。 

 

《基本方針 5：適切に維持管理されたサイン》 

設置管理者が適切な維持管理を行うことにより，正確な情報提供をはじ

め，見やすさや利用しやすさなど快適性を維持します。 

 

本ガイドラインは，５つの基本方針に基づく公共サイン整備を推進するため，整備方針

の中身をよりわかりやすく解説するとともに，整備方針策定後の社会状況の変化を踏まえ，

整備方針を補足するものとして定めたものです。 
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２．ガイドラインの適用範囲 

本ガイドラインは，主に公共施設等への案内・誘導を目的とする，道路管理者又は公共

施設管理者が設置・管理する公共サインの新設，改修及び増設等を行う場合に適用します。

また，施設の特徴や地区毎に歴史や自然などの特性を生かす場合には，本ガイドラインを

基本として施設毎及び地区毎に整備計画を策定し，統一感を持った公共サイン整備を推進

することとします。 

なお，下記以外の公共サイン整備を実施する場合は，ガイドライン所管課である都市計

画課との協議のうえで実施できることとします。 

 

公共サインごとの適用区分 

区分 対象となる公共サイン 

適 用 

道路管理者（市）が歩道等に設置・管理する歩行者用の案内サイン， 
誘導サイン（特定の地域において計画的に設置するサインを含む） 

公共施設管理者が歩道上又は施設敷地内に設置・管理する歩行者用の 
案内サイン，誘導サイン 

推 奨 

道路管理者又は公共施設管理者が，歩道上又は施設敷地内に設置・管理する

歩行者用の位置サイン，説明サイン，規制サイン 

公共交通事業者等が設置・管理する案内・誘導サイン 

公園管理者（市）が施設内に設置・管理するサイン全般 

市の公共建築物内，及び特別特定建築物内に設置されているサイン全般 

国，都が市内に設置・管理する公共施設におけるサイン全般 

施設ごとに設置するサイン（原則，施設単位での統一を図る） 

適用外 
自動車（自転車含む）を対象としたサイン全般 

法令等に基づき設置されるサイン全般 

 

適用範囲イメージ 
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３．ガイドラインの構成と使用方法 

本ガイドラインでは，公共サイン整備における共通性を確保していくため，基準や配慮

すべき項目等を示しています。 

実際に，公共サイン整備の実施にあたっては，道路管理者及び道路構造物，道路占用物

の所有者との協議を行うとともに，サインの種類や機能を踏まえたうえで，配置や設置方

法に関する「設置基準」，ピクトグラムや書体，色彩や表記方法等に関する「表示基準」

を参考に公共サイン整備を行うものとします。 

また，サインの設置後は，カルテを基に維持管理やメンテナンスを行い，設置者及び管

理者による適切な維持管理に努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的考え方 

「公平，簡単，安全，機能，快適」

サインの種類 

種類と機能，表示内容等

維持管理 

維持管理の仕組み・メンテナンス等

種類別サイン 

案内サイン・誘導サインの設置イメージ等 

新
設
・
改
修
・
増
設
時
に
配
慮
す
べ
き
事
項 

維
持
管
理
時
に
配

慮
す
べ
き
事
項 

設置基準 

 

配置・設置方法 

設置高等 

表示基準 

 
ピクトグラムと矢印 
書体・文字の大きさ・

案内図・レイアウト・

色彩・表記方法等 
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本市が整備する各種公共サインについては，以下にあげる基準や配慮すべき事項等を踏

まえ，ユニバーサルデザインや安全性とともに景観的な視点にも十分配慮したうえで整備

を行います。 

また，市内で，国，都及び各種団体が公共サインを設置する場合でも，本市が設置する

公共サインとの整合性を図るため，ガイドラインへの協力を呼びかけるものとします。 

 

○：適用 △：推奨 ―：適用外 

ガイドライン項目 

サイン種別 

案内・誘導サイン その他 

特定の地域

で計画的に

設置 

施設毎に設

置 

位置・説明・

規制 

自動車（自転車

含む）を対象と

したもの 

法令等に基

づき設置さ

れるもの 

2 章公共サインの整備にあたって      

1 サインの種類      

 1-1 サインの種類と機能 ○ ○ ○ － － 

 1-2 表示内容の基本ルール ○ ○ ○ － － 

2 設置基準      

 2-1 サインの配置・設置方法 ○ ○ ○ － － 

 2-2 サインの設置高と大きさ ○ ○ ○ － － 

3 表示基準      

 3-1 ピクトグラムと各種デザイン ○ △ △ － － 

 3-2 書体 ○ △ △ － － 

 3-3 文字の大きさ ○ △ △ － － 

 3-4 色彩 ○ △ △ － － 

 3-5 表記方法 ○ △ △ － － 

4 種類別サイン      

 4-1 案内サイン ○ △ － － － 

 4-2 誘導サイン ○ △ － － － 

5 維持管理      

 5-1 公共サイン整備の流れと運用イメージ ○ ○ △ － － 

 5-2 サインのメンテナンス ○ ○ △ － － 

3 章公共サイン整備の推進に向けて      

1 公共サインの統一 ○ ○ ○ － － 

2 市民参加と協議の推進 ○ ○ ○ － － 

3 継続的な取組 ○ ○ ○ － － 
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第２章 公共サインの整備にあたって 

１．サインの機能 

１－１ サインの種類と機能 

①種類と機能 

○各サインの用途や機能を十分把握し，それらの機能を生かした効果的な組み合わせや効

率的な案内，誘導が行えるよう，計画的に設置することが大切です。 

 

種類 機能 該当例 適用

案内サイン 

 

施設全体を示し，現在位

置との相互関係を示す。

施設の全体像を知る。 

エリアマップ（中心市

街地，観光，ルート） 

等 

適用 

誘導サイン 

 

名称，矢印，ピクトグラ

ム，距離の表記を用い

て，利用者を目的の場所

まで導く。 

施設誘導， 

トイレ誘導， 

スロープ誘導 等 

適用 

位置サイン 

 

その場所やものを示し，

名称を示すことで，他と

識別する。 

施設の名称， 

トイレの男女表示 等 
推奨 

説明サイン 

 
施設の機能や地域資源

の内容を知る。 

事物の内容，意図，使用

方法などを説明する。 

歴史の説明，観光案内 

トイレブース説明 等 
推奨 

規制サイン 

 
施設利用に関する様々

な規制を行う。 

防災や安全に関する注

意，警告を行う。 

禁煙表示， 

立入禁止表示 

通行区分表示 等 

推奨 
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１－２ 表示内容の基本ルール 

①表示内容 

○サインの表示内容は，情報過多や重複により，文字が小さくなり，わかりにくくなって

しまう場合があります。そのようなことを防ぐために，サインの種類によって表示する

内容を，利用者にとって共通の認識が得られ利便性の高い公的施設や商業施設，福祉関

連施設を中心に下記のとおり整理します。 

 

＜表示内容の整理ポイント＞ 

・下表を参考に地区の状況に合わせて，

表記内容，誘導対象とする施設を決め

るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内サイン：案内地図に表示する内容 

誘導サイン：誘導対象とする施設 

位置サイン：誘導サインで誘導対象とした施設 



10 

２．設置基準 

２－１ サインの配置・設置方法 

①サインタイプ 

○サインにはその機能にふさわしい設置タイ

プがあります。例えば遠くから見る誘導サイ

ンはポール型や吊下型，近くで見る案内サイ

ンは自立型や壁付型など，機能にあわせた選

択を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

②サインシステムの考え方 

○サインシステムとは，利用者が目的地までスムー

ズかつ安心して移動するため，それぞれのサイン

が連携して情報を提供する仕組みのことです。 

○公共施設等を案内，誘導するサインは，行動起点

から目的地（施設）までの動線上における道路や

道路に面する場所へ，相互に連携し，効率的に掲

出することで機能性が向上します。 

 

＜サインシステムのポイント＞ 

・歩行者の案内，誘導の流れは，行動起点から目的地

までの段階的な誘導に合わせ，必要なサインを適切

に設置します。 

・利用者の視点から，不安や迷いを感じさせないよう

に配置します。 

・必要最小限の数を設置することとします。 

・原則として目的地までの最短ルートを設定しますが，

道路状況や地域性，バリアフリー等を考慮した安全で

わかりやすいルートを優先的に設定します。 

行動起点 

【鉄道駅・バスターミナルなど】 

・広域案内，周辺案内 
・主要施設誘導（複数） 

案内拠点 

【主要交差点付近など】 

・周辺案内 
・主要誘導施設（複数） 

誘導拠点 

【誘導経路上の分起点など】 

・主要誘導施設（複数） 

（必要に応じて周辺案内） 

確認誘導 

【必要な誘導経路上など】 
・主要誘導施設の確認 

目的地（主要誘導施設） 
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・階層配置：行動の起

点を特定し，そこか

ら不特定の終点に向

かって配置します。 

→複数の目的地が一定

の範囲内で多く立地

する駅を中心とした

一般的な都市部など 

・線条配置：行動の起点と

終点を特定し，その間の

要所に配置します。 

→目的地や誘導ルールが

明確となる観光地（深大

寺など）やランドマーク

施設（味の素スタジアム

など）が立地している地

域など 

 

③サインの配置の考え方 

○地域性や道路整備の状況，施設の配置状況に応じて体系的に配置し，周囲の景観に配慮

することで過剰な設置を避けます。 

 

＜サイン配置のポイント＞ 

 

 

 

 

 

 

＜市街地における配置のポイント＞ 

総合案内サイン ： 行動起点（鉄道駅など） 

・広域や周辺の総合的な案内，誘導情報を

提供できる機能を整備します。 

・駅周辺には，多くの情報や案内サインの

掲出が考えられますが，可能な限り集約

し，周囲の景観を損なわないように配慮

します。 

周辺案内サイン ： 主要な交差点及び分岐点など 

・主要な交差点や分岐点付近に配置します。

施設の配置状況など，必要に応じて追加

について検討します。 

・行動起点から目的地まで，効率的に誘導

するため，必要に応じて誘導サインを組

み合わせたサインの配置を検討します。 

誘導サイン ： 分岐点など 

・行動起点から目的地までルート上の分岐

点に配置します。 

・目的地まで各々のサイン間隔が長い場合

は，確認（利用者の迷い防止）のため誘

導サインを配置します。 
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・立板タイプを設置する場合 
→歩道に対して並行に設置を基本と

しますが，進行方向に対して直行し

て設置する場合は表裏両面の誘導

サインとしての表示を検討します。

→案内サイン等と一

体的に設置する場

合，周囲の状況及

び利用者の滞留空

間に考慮して設置

します。 

・羽板タイプを設置する場合 
→分岐点となる交差点及び交差点付

近の見やすい位置に設置します。 
→目的地までの範囲が広範囲である

場合は，必要に応じて繰り返しの設

置を心がけます。 

→表裏の表示面で，

施設誘導が適切

に行われるよう

に配慮します。 

顕示性 

・建築物や樹木，地形等の影になるような場所へ

の設置を避け，周辺環境の中でサインの顕示性

を確保します。 
・設置場所及びサインの種別によっては，「イン

フォメーションマーク」を表示するなど，サイ

ンの顕示性の確保に努めます。 

安全性 

・歩行者だけでなく，車いす使用者などバリアフ

リーについて考慮します。 
・点字ブロックによる動線を阻害しないよう配慮

します。 
・道路上においては，街路樹，屋外広告物及び道

路構造物等との関係に留意し，サイン設置後に

おいても，通行の支障とならないよう十分な歩

行者空間を確保して設置します。 
・交差点上にサインを設置する際は，歩行者の動

線を妨げない位置（植込みの中等）に設置する

とともに，自動車や他の通行者に対して視界を

妨げないように設置します。 

視認性・機能性 

・利用者が誤認しないよう，動線上の見やすい位

置へ設置します。 
・車いす使用者など様々な利用者を想定したうえ

で，見やすい高さや向きを考慮して設置しま

す。 
・夜間における視認性を確保するため，可能な範

囲で街路灯とサインの位置関係に工夫します。

景観性 

・自然環境や市街地等，周囲の景観に考慮し，ま

ちの雰囲気を乱さないように留意します。 
・集約化を図るなど効率的な設置に努め，近接し

た位置に複数の同種のサインが設置されるこ

とを防止します。 

④設置の考え方 

○利用者や周辺環境で起こりうる影響を想定して設置します。 

○設置場所の状況を十分に把握し，安全，顕示，視認・機能及び景観等の点に配慮して設

置します。 

＜設置のポイント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜種類別の設置の際のポイント＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・交差点に設置する場合 
→通行の支障にならないように配慮しつつ，可能な限

り，交差点（分岐点）に近い場所に設置します。 
→大きな交差点では，安全性に考慮して交差点の側端

又は道路の曲り角，横断歩道又は踏切の前後の側端

から５ｍ以上離して設置します。 

・広幅員道路（歩道のある）

に設置する場合 
→街路樹及び標識等に

配慮しつつ，歩道の道

路側若しくは植込み

内などに設置します。 

【案内サインの場合】 【誘導サインの場合】 
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２－２ サインの設置高さと大きさ 

①設置高さと大きさ 

○車いす使用者や立位の利用者の双方が見やすい設置高さや大きさとします。 

○遠くから見るサインについては，移動しながら視認すること及び前方にいる通行者に視

線を遮られることを踏まえて，サインの設置高さを設定します。 

○歩道上に設置する際は，安全な歩行の確保のため，サインの表示板の下端高さを確保し

ます。 

○必要最小限の大きさ，形状とし，限られた公共空間を広く占有しないよう努めるととも

に，周囲の景観との調和を図ります。 

 

＜高さ・大きさの目安＞ 

・中距離から見るサインで歩道上に張り出すサインは，歩道の建築

限界であるサインの下端 2,500 ㎜を確保します。 

 

 

 

・近距離から見るサインの設置高さ，その中心を 1,250 ㎜程度の高

さにします。また，案内図などの詳しい情報は，車いす使用者も

無理なく判読できるように 1,250 ㎜程度を表示面の中心にします。 

 

 

・地図などの情報量の多いサインについては，視力の弱い人が表示

面から 50 ㎝程度の距離から見渡せる範囲を基準とし，一つの地図

面当たり 1m 四方程度の大きさとします。 

→視方角（視軸と視対象のなす角）が 45°以下では表示内容の誤

読率が増加します。そのため，視方角と視距離を意識した，適

正な大きさとします。 

 

・歩行中もサインを視認できる仰角 10°以内の無理なく視野に入る範囲とします。 

※人が多い場合には，必ずしも見えない可能性があることに注意します。 
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３．表示基準 

３－１ ピクトグラムと各種デザイン 

①ピクトグラム 

○一見してその表現内容を理解できることや，母国語の表記がない外国人などにも優れた

情報提供のための有効な手段として，絵文字による表現のピクトグラムを活用します。 

○ピクトグラムについては，JIS規格化された標準案内用図記号*1の使用を基本とします。 

*1： 2001 年 3 月に交通エコロジー・モビリティ財団により策定され，JIS 案内用図記号が選出されている。 

○地図記号又は JIS に制定されていない新たなピクトグラムが必要な場合は，JIS のイメ

ージを尊重したデザインで新規に作成することができることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・ピクトグラムのない施設を案内図で表現する際には，基本的にアイキャ

ッチャー「■」を使用して表示します。 

 

・図記号の色彩は原則 「地：白／絵文字：黒」又は「地：黒／絵文字：

白」とします。ただし，JIS の安全色を用いる（安全色が規定している

意味を用いる場合），男女を識別する（慣例色として男女を分けるなど

は可），下地（背景）色の状況等に応じて変更を可能とします。その際

は，十分な明度差をとることに留意する必要があります。 

■ 文化会館たづくり
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・移動円滑化施設（情報拠点や公衆トイレなど）をはじめと

するバリアフリー情報に関するピクトグラムについては，

視認性及び判読性を高めるため，「地：青／絵文字：白」

で表現します。 

 

・案内図等に掲載する踏切は，車いす使用者等には必要な情

報であるため，ピクトグラムを表示します。なお，ピクト

グラムについては，「踏切ありの警戒標識」（道路標識令：

207-Ｂ）を使用します。 

 

・公衆トイレやエレベータ等で障害者等の利用が可能な施設のうち，利用可能時間等がある場合は，その

内容を可能な限り表示します。 

 

     ※その他の絵文字等 

官公庁及びその出先機関 国道及び県道 地図面に表示する信号機

   

 

②矢印 

○視認性が高く，シンプルでわかりやすいデザインとし，JIS 規格化された「標準案内用

図記号の指示」から応用した記号の使用を基本とします。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・矢印は目的地への誘導ルートを示すため，方向の意味に応じた表示を行います。また，指示方

向を明確に示すため，現在地と目的地の位置関係を踏まえて表示します。 

・各地点より目的地まで，連続性のある誘導を促すため，原則「左／右後方へ戻る」の表示の使

用は避けます。ただし，設置場所によりやむを得ない場合については，「もどる」などの文字に

よる補助表示をします。 
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③方位 

○地図の位置関係を把握するため，地図面には方位記号を表示します。 

○地図の方位については目的や範囲を踏まえた表示を行います。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・市全域及び広域的な範囲を示す地図については，「北」

を上に表示します。 

・歩行圏などの比較的狭い範囲（周辺案内）を示す地

図については，利用者が地図を見て，目的地までの

経路をイメージしやすくするため，サインに向かっ

て「前方」を上に表示します。 

・案内図に簡略図（キーマップ）などを併用して使用

する場合は，一般的な地図表記と同様に「北」を上

に表示します。 

 

 

・掲載している情報の支障にならないよう，基本的に

地図表示面の四隅のいずれかに配置します。 

 

 

④スケール 

○市全域及び広域，周辺などの案内地図については，目的に応じた表示範囲を定め，移動

距離の目安となるスケールを表示します。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・掲載している情報の支障にならないよう，基本的に

地図表示面の四隅のいずれかに配置します。 

（左：表記イメージ／右：配置イメージ） 

 

⑤現在地 

○利用者の位置を確認するため，地図面の中に現在地を表示します。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・現在地の表示は和英併記とします。 

・地図面の中での視認性を確保するため赤色を使用し

ます。ただし，下地（背景）色の状況により，文字

情報を反転できるものとします。 

・表示位置は可能な限り地図の中央に配置します。周

囲の掲載状況によっては引き出して表示するなどの

工夫を行います。 

現在地表示のイメージ 

（左：通常／中央：反転／右：吹き出し） 

地図の表示のイメージ 

（上段：北上／下段：前方上）
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３－２ 書体 

①言語と書体 

○和文字については，視認性と可読性に優れ，文字組みが容易で変更等の対応に向く角ゴ

シック体を標準的な書体とします。 

○英文字については，和文字の角ゴシック体にも合う，スタンダードな書体として飾りの

ないサンセリフ系書体を使用します。 

○その他の言語を使用する場合は，国内で一般的に使用されている書体を使用します。 

○文字の判読性や視認性，表示面の情報量等に配慮し，文字の変形等を行うことを可能と

します。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・整備計画内及び施設単位で複数のサインを設置する場合は，同様の書体を使用します。 

・歴史的な観光資源をはじめ，各施設の状況等を考慮して書体を選択することを可能とします。 
 

 

・和文字の角ゴシック体及び英文字のサンセリフ系書体の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン／国土交通省 
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・白地に黒文字の場合は「太字」を使用します。 

・色地にヌキ文字の場合及び案内図や説明等には「細字」を使用します。 

・和文字は，読みやすさと美しさのために，長文など表示面に納まらない場合を除き，縦

100％×横 110％の平体を標準とします。 

・英文字は，文字固有のバランスをくずさないために，縦 100％×横 100％の正体を標準

とします。 

・和文字，英文字とも読みやすくするために，文字間を標準よりも広めに調整します。 

・ひらがなのルビは，必要に応じて表記することができます。表記する際は，わかりやす

さを基本に，適宜，文節に合わせた「わかち書き」にします。 
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３－３ 文字の大きさ 

①文字の大きさと視距離 

○遠距離から視認する文字の大きさは，公共交通機関の旅客施設に関する移動円滑化整備

ガイドラインをもとに，日本語の見やすさ，ひらがなと英語を組み合わせたときのバラ

ンスを考慮して，視認距離との関係から求めます。 

 

＜大きさの目安について＞ 

・遠くから視認する吊下型等の誘導サインや位置サイン等は 20m 以上，近くから視認する自立型

や壁付型等の案内サイン等は 4〜5m 以下に視距離を設定することが一般的です。 

 

 

・右表は，前記の想定のもとに各々

の視距離から判読できるために

通常有効な文字の大きさを示し

ています。 
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３－４ 色彩 

①色彩の考え方 

○誰もが見やすく，わかりやすい，耐久性についても配慮した色彩を使用します。 

○視力が低下した高齢者，色覚障害のある人など，ユニバーサルデザインに配慮した色彩

計画となるよう工夫します。 

○判読性を確保するために明度差を確保します。 

○地図表現については，自然な見え方を意識した色彩を心がけます。 

○サインの躯体やベースとなる色彩については，設置場所の景観や地域特性に応じて，周

囲の景観との調和に配慮した色彩を使用します。 

 

 

・高齢化に伴う黄変化について，一般的な老化

現象の一つである老人性白内障は，薄暗いと

ころでものが見えにくい，かすんで見えるな

どの特徴があるといわれています。 

 

・色覚障害とは，人の目の網膜にある赤，緑，

青の３種類の色を認識する細胞のうち，どれ

かに変異を生じた状態を指します。赤と緑の

区別がつきにくいなどの色の誤認が生じる

可能性があります。 

 

 

 

 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・退色性を考慮した色彩，材料を選びます。 

・薄暗いところでも見やすいように大きく

はっきりした表示を心がけます。 

・地図等の地形の表現に用いる色彩につい

ては，公園や緑地は「緑」，河川等の水

系には「青」を基調として色を使用する

など，自然に見える色彩を使用します。 

   （地図の例：東京都墨田区の一部） 

 

・背景色と文字色に，なるべく５以上の明

度差をつけます 
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・黒地に青色又は赤色を用いる組み合わせは，そ

の部分が黒くみえてしまい認識できない場合

があるので，水色に近い青やオレンジに近い赤

を用いるようにします。 

 

・赤系統と緑系統の色の直接の組み合わせは避け

るようにします。 

 

 

・黄地に白色又はその逆の組み合わせは避けるよ

うにします。 

 

 

・地色が薄い場合は黒，地色が濃い場合は白で表

示すると視認しやすくなります。 

 

 

・案内図などで弁別しにくい色を並べる際には，

黒や白線で輪郭を取り，区分します。 

 

 

・整備計画内及び施設単位で複数のサインを設置する場合は，サインの躯体やベース部分の色

は，周囲の景観との調和に配慮した色彩を使用するとともに，地域及び施設で同様の色彩の

使用を心がけます。 
 

 

 

 

飛田給駅周辺地区 

ベースカラー：ブルー 

深大寺周辺地区 

ベースカラー：ダークブラウン



22 

 

３－５ 表記方法 

①言語表記 

○サインの表記は日本語，英語の２言語を基本とします。 

○多言語表記が必要となる場合は，中国語（簡体字），ハングルを加えて４言語を表示し

ます。 

○地域性に応じて，上記の言語以外の併記を可能とします。 

○２言語以上を表記する場合は，言語表示による表示面が煩雑になるのを避け，必要な情

報の伝達や判読性の確保に留意します。 

 

＜日本語の表記＞ 

・漢字は常用漢字を使用し，国文法，現代仮名づかいによる表記を原則とします。ただし，

地名など固有の名称等については例外とします。 

・表示内容を簡潔なものとするため，施設名称など必要に応じて簡略化できるものとしま

す。 

・数字や紀年の表記等は，統一した表記とします。 

・正式名称よりも地域に定着している名称等（通称，愛称）がある場合は，その名称を使

用することを可能とします。 

表記のポイント 

【施設名称】 

・長い名称による表示面の煩雑化を防ぐため，可能な範囲内で部分的な省略を行います。 

表示例：調布市立中央図書館 ⇒ 中央図書館 

・複合的な用途を含む施設等では，目的に応じて部分的な省略を行います。 

・アルファベットによる名称が慣用化されている場合はその表記を可能とします。 

表示例：日本電信電話株式会社 ⇒ ＮＴＴ 

【数字】 

・数字の表記は，原則として算用数字を使用します。ただし固有名詞として使用する場合はこの限

りではありません。 

表示例：小島町１丁目 

【ふりがな】 

・地名，歴史上の人名及び文化財など読みにくい漢字には，必要に応じてふりがなを併記します。 

【紀年】 

・紀年は西暦により表記します。必要に応じて和暦も併記します。 

表示例：2012 年  2012 年（平成 24 年） 
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＜外国語（英語）の表記＞ 

・案内サインや誘導サインについては，原則として英文（ローマ字）併記を行います。 

・ローマ字表記は，ヘボン式を基本とします。 

表記のポイント 

・原則として固有名詞はローマ字で表記し，普通名詞の英訳によって表記します。 
表示例：富士見公園 ⇒ Fujimi Park （ローマ字＋英訳） 

    多摩川   ⇒ Tama River  （ローマ字＋英訳） 

・原則として駅名やバス停名称は普通名詞の部分も含めてローマ字で表記します。ただし，必要に

応じて表意を括弧で括って表記します。 
表示例：調布駅南口 ⇒ Chofu-eki-Minamiguchi 

            （Chofu Sta. South） 

・慣用上固有名詞と普通名詞に切り離せない場合，普通名詞の部分も含めてローマ字による表記と

し，機能等については必要に応じて英語を併記します。 
表示例：野川  ⇒ Nogawa River 

深大寺 ⇒ Jindaiji Temple 

・町名は切り離さずに表記し，「○丁目」はアラビア数字のみ表記します。 
表示例：小島町 1丁目 ⇒ Kojimacho1 

・施設名称は原則として正式英訳によりますが，略語が慣用化されている場合，略語の使用を可能

とします。 
表示例：駅  Station ⇒ Sta. 

大学 University ⇒ Univ. 

・表記が長く読みにくい語は，適宜ハイフン「－」を用いて分かち書きとします。 

・企業名等で，英文による略語が慣用化している場合は，これを使用し，日本語の音や正式英訳を

使用しないこととします。 
表示例：NTT Nippon Telegraph and Telephone Corporation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ い う え お ａ ｉ ｕ ｅ ｏ

か き く け こ ｋａ ｋｉ ｋｕ ｋｅ ｋｏ

さ し す せ そ ｓａ ｓｈｉ ｓｕ ｓｅ ｓｏ

た ち つ て と ｔａ ｃｈｉ ｔｓｕ ｔｅ ｔｏ

な に ぬ ね の ｎａ ｎｉ ｎｕ ｎｅ ｎｏ

は ひ ふ へ ほ ｈａ ｈｉ fu ｈｅ ｈｏ

ま み む め も ｍａ ｍｉ ｍｕ ｍｅ ｍｏ

や － ゆ － よ ｙａ － ｙｕ － ｙｏ

ら り る れ ろ ｒａ ｒｉ ｒｕ ｒｅ ｒｏ

わ － － － － ｗａ － － － －

ん ｎ

が ぎ ぐ げ ご ｇａ ｇｉ ｇｕ ｇｅ ｇｏ

ざ じ ず ぜ ぞ ｚａ ｊｉ ｚｕ ｚｅ ｚｏ

だ じ づ で ど ｄａ ｊｉ ｚｕ ｄｅ ｄｏ

ば び ぶ べ ぼ ｂａ ｂｉ ｂｕ ｂｅ ｂｏ

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ ｐａ ｐｉ ｐｕ ｐｅ ｐｏ

きゃ － きゅ － きょ ｋｙａ － ｋｙｕ － ｋｙｏ

しゃ － しゅ － しょ ｓｈａ － ｓｈｕ － ｓｈｏ

ちゃ － ちゅ － ちょ ｃｈａ － ｃｈｕ － ｃｈｏ

にゃ － にゅ － にょ ｎｙａ － ｎｙｕ － ｎｙｏ

ひゃ － ひゅ － ひょ ｈｙａ － ｈｙｕ － ｈｙｏ

みゃ － みゅ － みょ ｍｙａ － ｍｙｕ － ｍｙｏ

りゃ － りゅ － りょ ｒｙａ － ｒｙｕ － ｒｙｏ

ぎゃ － ぎゅ － ぎょ ｇｙａ － ｇｙｕ － ｇｙｏ

じゃ － じゅ － じょ ｊａ － ｊｕ － ｊｏ

びゃ － びゅ － びょ ｂｙａ － ｂｙｕ － ｂｙｏ

ぴゃ － ぴゅ － ぴょ ｐｙａ － ｐｙｕ － ｐｙｏ

日本語音 ヘボン式ローマ字つづり

ヘボン式ローマ字のつづり方 

1.はねる音「ん」は，全て「ｎ」と表記します。た

だし，「ｍ」「ｂ」「ｐ」の前では，「ｍ」を表記し

ます。 

2.はねる音を表す「ｎ」と次にくる母音字又は「ｙ」

とを切り離す必要がある場合には，「ｎ」の次に

ハイフン「-」を入れます。 

3.つまる音は，最初の子音字を重ねて表しますが，

「ｃｈ」が続く場合には，「ｃ」を重ねずに「ｔ」

を表記します。 

4.長音※1は母音字の上に「-」，をつけて表すことが

できます。長音が大文字の場合は母音字を並べて

表すことを可能とします。 

5.特殊音の表記は，原則として自由とします。 

6.文章の書き初め及び固有名詞は語頭を大文字で

書きます。なお，固有名詞以外の名詞の語頭を大

文字で表記することを可能とします。 

7.意味のかたまりや発音のしやすさ等の観点から，

複数の名詞等で構成される固有名詞や「o」が重

なる場合等は，その間にハイフン「-」を入れる

ことを可能とします。 

※1：長音記号は日本独自のもので，国際化されて

いなため，外国人に理解されない可能性もあ

ります。 

【ローマ字の表記方法（ヘボン式）】 
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４．種類別サイン 

４－１ 案内サイン 

①案内図の種類と縮尺 

○案内図については，利用目的や掲載すべき情報に合わせて範囲や縮尺を選択します。 

○案内図は，広域と周辺の２種を標準とし，必要に応じて市全域の案内及び詳細の案内図

を使用します。 

 

種類 利用目的 主な掲載情報 縮尺 地図の向き 

全域案内 

市全域の概要を把握

するための支援及び

移動手段の情報の手

がかりを表示 

・市内に立地する優先度の高

い施設及び観光地等（広域

避難場所等）を掲載 

・隣接市町村との位置関係の

表示 

市内全域 北を上 

広域案内 

市街地の状況が把握

でき，現在地及び目的

地の位置関係，並びに

目的地までの具体的

な手がかりを表示 

・市街地の中で優先度の高い

施設を掲載 

・鉄道，主要道路及びバス路

線等の表示 

1/2500 程度 

→3km 四方程度

の歩行範囲

を表示 

北を上 

周辺案内 

現在地周辺の地域情

報と周辺の施設情報

の把握を支援 

・移動範囲内における地域情

報を掲載 

・鉄道，主要道路及びバス路

線等の表示 

1/1000 程度 

→1km 四方程度

の歩行範囲

を表示 

前方を上 

詳細案内 

現在地周辺の詳細な

地域情報と周辺の施

設情報の把握を支援 

・周辺案内図より詳細な地域

情報を掲載 

・鉄道，主要道路及びバス路

線等の表示 

目的や設置場所に

よる 
前方を上 

 

②掲載する情報と内容 

○設置位置に案内図があることを示すため，インフォメーションマークを掲出します。 

○案内図については「１－２/表示内容の基本ルール（P9）」及び「３．表示基準(P14～23)」

の内容を基本としますが，縮尺や情報量による地図面の煩雑さ等を踏まえ，掲載内容を

決定します。 

○地図面については，視距離との関係を踏まえて文字の大きさや見やすさを意識した色彩

を使用します。 

○案内図には地図面とともに，「タイトル／現在地／方位／スケール／凡例／地図作成年

月」を記入します。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・案内サインであることを示すため，一定の距離からも視

認しやすい位置にインフォメーションマーク（JIS 案内

用図記号）を掲出します。 

（左：インフォメーションマーク／右：使用イメージ） 
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・案内図の文字の大きさは，最小文字高（和文）を 4.5mm 角以上とします。 

※高齢者・障害者配慮設計指針-視覚表示物-日本語の最小可読文字サイズ推定法（JIS S 0032）で

は，例えば 50 歳の人が普通の明るさで約 50cm の距離から読む場合，文字（ゴシック体）の大き

さは約 3.5mm 角以上，64 歳の人なら 4.5mm 角以上が要求されます。 
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・案内図には地図面の下部及び右側に凡例を表記します。表示については，ピクトグラムを先頭に上

段を和文，下段を英文で表記します。 

※凡例については，原則施設名称等の固有名詞は表記しません。 

 

（参考）「国内旅行者のためのわかりやすい案内サイン標準化指針（歩行者編）」平成 27 年 2 月／東京都 
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・案内図の地図面に使用する色彩は，下記の色彩を参考に判読性を確保した地図面を作成します。 

 

 

○サインは，全体においても同一の表示面の中においてもレイアウトの統一が必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③レイアウト 

○案内サインについては，タイトル，案内図，インフォメーションマーク，凡例，現在地

及び市章等を視認しやすいに配置で表記します。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・表面は案内図を中心にタイトルは上端，凡例及び現在地は右側又は下端への配置を基本とします。 

・裏面については，タイトル，現在地を表示します。設置場所の通りに道路通称名等がある場合は

表示面の中央に表示します。 

 

レイアウトイメージ（左・中央：表面 ／右：裏面） 

 

   

※「地図を用いた道路案内標識ガイドライン

ブック」より作成 
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④形状 

○形状については，周囲の景観に配慮したシンプルなデザインとし，過度な装飾の使用は

避けます。 

○案内サインは原則，独立型とします。ただし，独立型の設置が困難な場合に限り，壁掛

け型を用いることを可能とします。 

○計画的に設置されるものについては，サインの顕在性を高めるため，形状や色彩及び素

材等の統一感を図ります。 

○設置場所の有効活用や景観への配慮から，可能な限り他のサインとの集約化は図ります。

特に市街地等においては，誘導サインとの集約化の検討を行います。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・地図面の高さについては，路面から 1250mm～1350mm の範囲に地図面の中心に配置できるよう配慮します。 

・複数のサインを設置する場合は高さを揃える，一体的な形状にするなどの工夫を行います。 

・インフォメーションマークをポール等で併設する場合は，下端 2500mm 以上を確保することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《広域案内+周辺案内》 《周辺案内+誘導（羽板）》《周辺案内+誘導（立板）》
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４－２ 誘導サイン 

①誘導サインの種類 

○種類については，設置場所や目的地（誘導すべき施設）の数等に合わせ，形状を選択し

ます。 
 

■誘導サインの種類 

種類 特徴 主な設置場所 
 

立板タイプ 
・表示面が大きいことから，誘導すべき施設が多い，多方面

への施設への誘導が必要な場所での使用が可能です。 

・案内サインと連携して掲出することが可能で，デザイン等

の統一が図りやすくなっています（表示面の状況によって

は地図情報の掲載も可能）。 

・駅やバスターミナル等の

交通拠点 

・主要な交差点や通りの終

点等の案内拠点。 

 

羽板タイプ 
・一定の距離があっても視認性や判読性の確保が容易で，表

示板の向きで方向指示することが可能なため，視覚的な誘

導が行いやすくなっています。 

・複数の方面に設置の際は，支柱から一定程度の空間の確保

が必要になります。 

・目的地ごとに表示が必要なため，誘導可能な施設の数が限

られます。 

・主要な交差点や通りの中

間点 

・施設周辺の誘導地点 

 
 

②掲載情報と内容 

○目的地（誘導施設等）については「１－２/表示内容の基本ルール(P9)」の内容を基本

に，地域や設置場所の状況に応じて，目的地（誘導施設）を選択します。 

○板面については，方向（矢印），距離，ピクトグラム及び目的地（誘導施設等）を表示

します。立板タイプについては，必要に応じて，案内図（周辺や詳細など）や施設情報

などの表示を検討します。 

○現在地及び，管理者情報を表示します。 

○文字の大きさについては，「３－３/文字の大きさ(P19)」の内容を踏まえ，目的や設置

場所の状況に応じて設定します。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・距離表示については，下記のルールで表記します。 

 

 距離表示のルール 例 

２桁の場合 下１桁を四捨五入 58 m   →60 m 

３桁の場合 下１桁を四捨五入 452 m  →450 m 

４桁の場合 下２桁を四捨五入し，km で表示 1185 m →1.2 km 
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③レイアウト 

○目的地については，わかりやすいように方面ごとにまとめ，「右方向」の目的地につい

ては右寄せとし，それ以外の「方向（前方や左方向など）」については左寄せとします。 

○複数の目的地を表記する場合は，方向や距離などを踏まえ，まとまりのあるわかりやす

い表示を行います。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

・矢印を先頭に，距離，目的地，ピクトグラムの順に表示します。目的地については，上段に和文，

下段に英文表示を基本とします。 

・方向については「前方」「左方向」「右方向」の順に表示し，距離は遠い施設から順に示します。 

・タイトルで，横長の表記となる場合は，和文と英文を１列に並べて表示します。 

・情報量は，可読性の点から全体で 4〜6 情報に収めることを推奨します。 

 

レイアウトイメージ 

 

 

 

《立板タイプ》 《羽板タイプ》 

方向ごとに距離の遠い目

的地から，順に設置 

距離のみを優先せず，方

向の統一に配慮して設置



31 

 

④形状 

○形状については，周囲の景観に配慮したシンプルなデザインとし，過度な装飾の使用を

避けます。 

 

立板タイプ 
原則，独立型とします。ただし，独立型の設置が困難な場合に限り，

壁掛け型を用いることを可能とします。 

羽板タイプ 
原則，独立型とします。ただし，設置場所の状況に応じて，添架等が

可能な場合は集約化を検討します 

 

○計画的に設置されるものについては，サインの顕在性を高めるため，形状や色彩及び素

材等の統一を図ります。 

 

＜整備の際のポイント＞ 

《立板タイプ》 

・設置高さについては，最高地上高さ

2500mm 以下とします。ただし，イン

フォメーションマークを併設する場

合はこの限りではありません。 

・案内サイン等と併設する場合は，原

則，設置高さを揃えます。 

・原則，表面のみ活用します。裏面に

ついては，設置場所の状況も踏まえ，

位置情報等（道路名称や現在地など）

の表示を検討します。 

 

 

 

《羽板タイプ》 

・掲出高さについては，羽板の下端か

ら路面までを2500mm以上の高さを確

保します。 

・原則，表裏の表示面を活用します。 

・複数の羽板の掲出する場合は，各方

向の枚数差が生じないようにバラン

スを考慮して設置の向きを決定しま

す。その際は，設置枚数１方向につ

き３枚程度とします。 
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参照：サインの設置イメージ 

○飛田給駅周辺 

・飛田給駅周辺地区のスポーツ施設等の状況を意識して統一感のあるサインを設置 

・地域をイメージした色彩を使用したデザイン（主要カラー：ブルー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○深大寺周辺 

・深大寺周辺の歴史的な趣きや自然あふれる景観を意識して統一感のあるサインを設置 

・歴史や自然を意識した色彩を使用したデザイン（主要カラー：ダークブラウン） 

 

 

 

 

 

 

 

《誘導サイン（羽板）》 

《誘導サイン（立板）》 

《周辺案内サイン+誘導サイン》 《案内（広域，バス乗場，駅構内等）+誘導サイン（立板）》 

《誘導サイン（羽板）》 《誘導サイン（羽板）》 

《誘導サイン（立板）》 《誘導サイン（立板）》 
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５．維持管理 

５－１ 公共サイン整備の流れと運用イメージ 

①整備の流れと運用イメージ 

○公共サイン整備においては，適切なプロセスを踏んで企画，計画，設計及び設置を行い，

適切な維持管理を行います。 

＜運用のポイント＞ 

・公共サイン整備については，ガイドラインを参考にし，下記の流れに沿って，企画立案，

整備（設計・施工）及び維持管理を行います。 
・ガイドライン所管課と協議・調整を行ったうえで，原則事業主体が中心となり公共サイン

整備を進めます。ただし，必要に応じて，関係機関との調整を行います。 
・ガイドライン所管課及び関係機関との協議・調整の中で，ガイドラインとの整合性の確認

や集約化の可能性を検討します。 
・計画主体又は管理主体が異なる場合は，事前に調整を行い，役割を明確にします。 
・事業主体は現況を事務局に報告し，必要に応じて調整を行います。 

公共サイン整備のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用のイメージ 

 

 

 

 

企画 
・目的や位置づけの明確化 
・設置場所や周辺環境の確認 

基本計画 
・配置計画の検討 
・デザイン・表示内容の検討 

実施計画 
・設置位置の詳細検討 
・デザイン・表示内容の詳細検討

製作・施工 
・実施設計をもとに製作・施工 

維持・管理 
・カルテの作成 
・定期的なメンテナンスの実施 

協議・調整 
・次年度のサイン設置状況の把握

・集約化等の確認 

ガイドライン所管課 
・カルテの管理 
・定期メンテナンスの確認 

ガイドライン所管課 
・ガイドラインとの整合性の確認

・計画主体と管理主体が異なる場

合の調整（役割の確認） 
・必要に応じて連絡協議会で協議

 
【事業主体】 【事務局】 

 
 

ガイドライン 
管理者 

【都市計画課】 

【計画主体】

整備計画の 
所管課 

（企画・設計）

【管理主体】

サインの 
管理課 

（維持・管理）

【関係機関】

 

関係事業者 

（国・都） 

各種団体 

など 

調整

報告 

助言 

相談 

協議 

協議 

【協議・調整】
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②管理台帳（カルテ）と管理番号 

○ガイドラインに基づき整備した公共サインについては，管理台帳（カルテ）を作成のう

え，適切に管理します。なお，既存サインについては，点検及び更新時に管理台帳（カ

ルテ）を作成します。 

○対象となるサインについては，設置年月や管理の所在を明確にするため，管理番号も設

けます。 

 

＜運用のポイント＞ 

・管理番号については，設置年

度，サインの種類，各サイン

の通し番号により構成しま

す。 
 
 
 
 
・管理台帳（カルテ）に

ついては，サインの概

要（設置年月，設置場

所，管理者）や補修履

歴，設計図，写真など

により作成します。 
 
 
 
 
 
 
 

カルテイメージ 

（左：表面／右：裏面） 

 
 
 
・管理プレート又はシールを作成し，対象となるサインの本体

に取り付けます。 

 

 

管理番号

年月 年月

設
計

図

材質・寸法・色彩がわかるように記載

補
修

・
更
新
履

歴

内容 内容

設

置
状
況
写

真

全体（表・裏面）及び表示面拡大

様式２（裏面） 2014-Ａ-001様式１（表面） 管理番号

記入者

区分

計画主体

設置主体

管理主体

住所

□　道路　　　　（　□車道　　□歩道　□その他（　　　　　　　）

□　公共敷地内　（場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　

□　民地　　　　（場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

名称

□　単独　　　　□　複合

□　その他

共架物

ベース

文字

その他

製品名 製品№

会社名 連絡先

　配置図（周辺図を含む）

□　有　　□　無

設置方法

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

サインの種類

管
理

体
制

□　誘導サイン

□　案内サイン

設置時期

□　有　　□　無

台帳記載日

平成　２６　年　３　月　１０　日

（　□　立板　　　□　矢羽（　　　枚）□　その他（　　　　　　））

設
置

位
置

場所

占用許可

サイン計画

（　□　広域　　　□　周辺　　　□　その他（　　　　　　）　）

2014-Ａ-001

調布市　 交差点付近

担当者 連絡先担当課

製造業者

形状（サイズ）

表示内容

仕様

概況写真（周辺を含めた全体写真）

備考

表示方法

全体の形状

色
彩

支柱

施工業者

設置費用

その他（　　　　　　　）

共架 □　有　　□　無

板面（表示面）
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５－２ サインのメンテナンス 

①サイン本体のメンテナンス 

○清掃及び保守点検を年に１回程度行い，そのサインの状況について，定期点検表に記録

し，保管します（カルテを活用）。 

○サインの表示面の変更やサイン本体の変更又は修繕が必要なものは，補修・修繕計画等

を検討します（軽微なものは除く）。 

○市民からサインの損傷情報が寄せられた場合，サイン管理者は現状を確認し，必要に応

じて補修等に関する検討を行います。 

＜メンテナンスのポイント＞ 

・違法なはり紙や落書きを取り除き，清掃します。 
・がたつきやボルトの締め付け及び破損や傷（塗装のはがれなど）等の状況を確認し，必要

に応じて修繕を行います。 

 

②サイン情報のメンテナンス 

○施設の新設や名称変更，道路の形状変更等，定期的にサイン表示内容の関する情報を収

集し，追加，修正及び削除など，情報の適正な更新を心がけます。 

○市民からサインの表示内容に関する情報が寄せられた場合，サイン管理者は現状を確認

し，必要に応じてメンテナンスを行い，適切に対応します。 

＜部分的なメンテナンスのポイント＞ 

・施設の新設若しくは名称変更及び道路の形状変更

等に伴い，適宜，部分的な修正を行います。 
・修正等については，部分的な貼り替えで対応しま

す。 
・補修する部分については，表示面の構成を踏まえ，

地色の色彩，文字の種類などを現状に合わせる

（同じ仕様とする）など，全体になじむように配

慮します。 

＜全面的なメンテナンスのポイント＞ 

・案内サインの地図面については，原則，

５年に１回程度を目安に点検を行い，

必要に応じて全面的な更新を行いま

す。 

・表示面の変更が多数ある，又は修正済

みの箇所が多いなどの表示面が煩雑

になる場合は表示面全体を取り替え

ます。 
・表示面の破損及び退色が目立ち，視認

性に問題が生じた場合は，表示面全体

を取り替えます。 

既存の

表示面

修 正 用

シート

既存の表示面

新規の表示面
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第３章 公共サイン整備の推進に向けて 

 

１．公共サインの統一 

着実に整備を進めるため，調布市バリアフリー基本構想の中で，重点整備地区としてい

る調布駅・布田駅・国領駅周辺地区，飛田給駅周辺地区の生活関連経路に対する主要箇所

については，バリアフリー基本構想の目標年次と整合を図り，整備目標を平成 32 年度と

します。 

さらに，誰にもわかりやすい公共サイン整備を行っていくため，新規に案内・誘導サイ

ンを設置する場合，又は既設の案内・誘導サインを更新する場合には，本ガイドラインを

適用，又は推奨することにより周囲の景観への配慮とともに，全市的な公共サインの統一

化を図ります。 

また，公園や各施設内のサインについては，それぞれの施設等の特徴を生かしつつ，本

ガイドラインの内容に配慮しながら，誰もが見やすいわかりやすく，統一感のあるサイン

の整備に取り組んでいきます。 

 

２．市民参加と協働の推進 

各地域特性に応じた地域に愛される公共サイン整備の推進を図っていくためには，市民

との協働が重要であり，整備計画をまとめる段階で市民との意見交換の場を設けるなど，

市民参加による整備計画の検討・策定に取り組んでいきます。 

 

３．継続的な取組 

整備方針及び本ガイドラインに基づき，各地区で整備計画を策定していく中で全市的に

共通して盛り込むべき事項等については，次の整備に生かせるようＰＤＣＡサイクルの実

践により，必要に応じて整備方針及び本ガイドラインの改定を行っていくものとします。

また，実際に整備したものに対する市民等からの意見を収集し，今後の整備計画に反映す

る仕組みづくりを検討していきます。 
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⑥観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン 
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